
 

２－１－ 1 

 

東京未来大学学則 

平成１９年４月１日 制定 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法に則り、学校教育法の定めるところに従い、技能と心の調和を

教育理念に掲げ、高度な専門的知識・技能、人間性豊かな心、高い意欲を持ち続け、自ら

考え、自ら行動することで、社会に貢献する人材を養成することを目的とする。 

（自己点検・評価・改善及び内部質保証） 

第２条 本学は、教育研究の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状

況について自己点検・評価・改善及び内部質保証を行うほか、学校教育法第１０９条第２

項に規定する認証評価機関による認証評価を受け、その結果を公表するものとする。 

２ 自己点検・評価・改善及び内部質保証の実施については、別に定める。 

（教育・研究の資質向上） 

第２条の２ 本学は、教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研究及び研究を実

施するものとする。 

２ 教育・研究の資質向上のための研修等の実施については、別に定める。 

 

第２章 学部、学科の組織、収容定員 

（学部・学科） 

第３条 本学に次の学部・学科をおく。 

（１）こども心理学部 こども心理学科 

（２）モチベーション行動科学部 モチベーション行動科学科 

２ こども心理学科に次の専攻及び課程をおく。 

（１）心理専攻 

（２）こども保育･教育専攻 

（３）通信教育課程 

３ モチベーション行動科学科に通信教育課程をおく。 

（定員） 

第４条 本学の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学部・学科の名称 専攻・課程名 入学定員 編入学定員 収容定員 

こども心理学部 

こども心理学科 

心理専攻  80人 ―  320人 

こども保育･教育専攻 200人 ―  800人 

通信教育課程 75人 
（3年次） 

300人 
 900人 

小計 355人 
（3年次） 

300人 
2,020人 
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モチベーション行動科学部

モチベーション行動科学

科 

― 60人 ― 240人 

通信教育課程 20人 
（3年次） 

20人 
120人 

小計 80人 
（3年次） 

20人 
360人 

 合計 435 人 320 人 2,380 人 

（学部学科等の教育目的） 

第４条の２ 学部学科等の教育目的は次のとおりとする。 

（１）こども心理学部 

日本の未来を担う子どもの豊かな成長を、家庭、学校、地域社会及び、それらをとりま

く文化との相互関係という視点から捉え、単に知識や技能を修得するにとどまらず、人

間性を高める教育を併せて展開することにより、真に社会に役立つ人材を養成する。 

アこども心理学科心理専攻  

幅広い教養とキャリア教育を前提とし、子どもを中心としたあらゆる年代を対象とし

た心理学の基礎的概念を修得し、心理学の理論や方法論に依拠した科学者－実践家モ

デルを基盤にしながら、人の健全な発達・学びを促すための理論的理解と実践力を養い、

あわせて課程外における活動を通して「高度な専門的知識と技能」とともに「豊かな心」

を併せ持った人材を養成する。 

イこども心理学科こども保育・教育専攻  

幅広い教養とキャリア教育を前提とし、未来を担う子どもたちの健全な発達・学びを促

すために必要となる、子どもの保育学的・教育学的な理解に根ざした「高度な専門的知

識と技能」とともに「豊かな心」を併せ持った人材を養成する。講義や演習及び実習さ

らには課程外における活動を通して理論的な理解力と実践力を併せ持った保育者・教育

者を養成する。 

ウこども心理学科通信教育課程 

 幅広い教養を前提とし、本学の教育を通信の方法により提供することで、時間や場所、

職業などにかかわらず、多くの人たちが学習できる機会を実現し、知識・技能及び人間

性さらには意思決定能力を自ら磨き、もって生涯教育の拠点として地域・社会の発展に

貢献する人材を養成する。 

（２）モチベーション行動科学部（モチベーション行動科学科通信教育課程を含む） 

社会で必要とされる「組織成員として組織の健康な発展に貢献するモチベーション」、

「他者を理解し、円滑な対人関係を志向するモチベーション」、「広い関心と学びを促

すモチベーション」を学び理解することにより、自己を含め、所属する集団や組織、地

域・社会とその成員に対して影響力を与え、活性化することのできる人材を養成する。 

（通信教育課程の規程） 

第５条 通信教育課程に係る規程は、別に定める。 
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第３章 教職員の組織 

（学長） 

第６条 本学に学長をおく。 

２ 学長は、本学を統括し、これを代表する。 

（副学長） 

第７条 本学に副学長をおくことができる。 

２ 副学長は、学長を補佐する。 

（学部長・学部長補佐・学科長・学科長補佐・専攻長・副専攻長） 

第８条 各学部に学部長をおく。 

２ 学部長は、学部を代表し、当該学部の運営をつかさどるとともに、本学の運営に関して

学長を補佐する。 

３ 学部長に事故があるとき、学部において選出され、学長の同意を得た者がその職務を代

行する。 

４ 各学部に学部長補佐をおくことができる。学部長補佐は学部長を補佐する。 

５ 各学科に学科長をおくことができる。学科長は、学科を代表し、当該学科の運営をつか

さどる。 

６ 各学科に学科長補佐をおくことができる。学科長補佐は学科長を補佐する。 

７ こども心理学部こども心理学科の各専攻に、専攻長・副専攻長をおくことができる。専

攻長は、専攻を代表し、当該専攻の運営をつかさどる。副専攻長は専攻長を補佐する。 

８ 通信教育課程に、通信教育課程長をおくことができる。通信教育課程長は課程を代表し、

当該課程の運営をつかさどる。 

（図書館） 

第９条 本学に図書館長をおく。 

（エンロールメント・マネジメント局） 

第１０条 本学にエンロールメント・マネジメント局長をおく。 

（教職員） 

第１１条 本学に、教授、准教授、講師、助教、主幹研究員、主任研究員、研究員、助手、

添削指導員、事務職員、技術職員及びその他の必要な職員をおく。 

 

第４章 教授会 

（教授会） 

第１２条 本学に学長の諮問機関として全学教授会をおく。 

２ 各学部に学部教授会をおくことができる。 

（教授会の構成） 

第１３条 全学教授会は、学長、副学長、学部長、エンロールメント・マネジメント局長及

び本学の教授をもって構成する。 

２ 学部教授会は学部所属の全専任教員をもって構成する。 

（教授会の招集･運営） 

第１４条 全学教授会は学長が招集する。 
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２ 学部教授会は学部長が招集する。 

（全学教授会の審議事項） 

第１５条 全学教授会は学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２）学位の授与に関する事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、全学教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 全学教授会は、前項に規定するもののほか、学長の求めに応じ、学長がつかさどる次

に掲げる事項について審議し、意見を述べることができる。 

（１）教育研究に関する事項 

（２）学生の学籍異動に関する事項 

（３）学生の賞罰に関する事項 

（４）教育課程の編成に関する事項 

（５）学内規程に関する事項 

（６）その他、教育研究に関する重要な事項で学長が必要と認めた事項 

（学部教授会の審議事項） 

第１５条の２ 学部教授会は、その学部に関する次の事項を審議する。 

（１）全学教授会から委任された事項 

 

第５章 委員会 

（各種委員会） 

第１６条 本学に、必要に応じて常置の委員会又は臨時の委員会をおくことができる。 

（委員会の運営） 

第１７条 前条の委員会については、別に定める。 

 

第６章 学年・学期及び休業日 

（学期） 

第１８条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 前項の学年を次の２学期に分ける。 

春学期 ４月１日から９月３０日まで 

  秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（授業期間） 

第１９条 １年間の授業を行う期間は、原則として３５週とする。 

２ 授業期間は別に定める学事暦によるものとする。 

（休業日） 

第２０条 休業日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）学園創立記念日（６月１０日）ただし、休業日は６月第１金曜日とする。 
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（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日 

（４）夏期休業 

（５）冬期休業 

（６）春期休業 

２ 前項第２号及び第４号から第６号の休業期間については学事歴によるものとする。 

３ 教育上必要があると認める場合、休業日であっても授業日もしくは実習日とすること

がある。 

４ 必要がある場合、学長は休業日を臨時に変更し、又は臨時に休業日を定めることができ 

る。 

 

第７章 修業年限 

（修業年限） 

第２１条 本学の修業年限は４年とする。 

２ 修業年限を第１学年から第４学年までに分ける。 

３ 在学期間は、８年を超えることはできない。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第２２条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学（以下「他大学等」

という。）との協議に基づき、学生が他大学等において履修した授業科目について修得し

た単位を、６０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短

期大学が行う通信教育による授業科目を国内において履修し、修得した単位の取り扱い

について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第２２条の２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校

の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目

の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修単位等の認定） 

第２２条の３ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学

において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む。）を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第１項に規定する

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入

学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第２２条第１項及

び第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて

６０単位を超えないものとする。 
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４ 入学前の既修単位数の認定に関する規程は別に定める。 

 

第８章 入学・再入学・編入学 

（入学の時期） 

第２３条 入学の時期は、学期の始めとする。 

（入学資格） 

第２４条 本学に入学することができる資格は次のとおりとする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（３）通常以外の課程により前号に相当する学校教育を修了した者 

（４）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣が指定したもの 

（５）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

（６）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上あることその他文部科学大臣が定める基準

を満たしたものに限る。）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に履修した者 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 （旧

規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）  

（９）その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学に

おいて認めた者 

（入学志願） 

第２５条 入学志願者は、入学願書等本学所定の書類に別表第３に定める入学検定料を添

えて、願い出なければならない。なお、出願の時期、方法及び提出すべき書類等について

は、別に定める。 

（入学者の選考） 

第２６条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続き・保証人） 

第２７条 前条により合格とされた者は、保証人連署の誓約書・保証書・同意書その他必要

書類に別表第４に定める入学金を添え、所定の期日までに本学に提出しなければならな

い。 

２ 前項の保証人は、父母あるいは親族であって独立の生計を営む者若しくは本学が適当

と認めた者に限る。 

３ 保証人は、当該学生在学中は本人に係る一切の行為及び身上について、連帯責任を負わ

ねばならない。 

４ 保証人は、別表第４に定める当該学生の在学中に支払うべき学納金（授業料、施設設備

費、教育充実費）の納付について、本人と連帯して支払うことを保証するものとする。 

５ 保証人に転居、転籍、改印等があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。 
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６ 保証人がその資格を失ったときはあらためて誓約書を提出しなければならない。 

（入学許可） 

第２８条 学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

２ 入学を許可され、所定の手続きを終えた者には学生証を交付する。 

３ 前項の学生証は常時携帯し、本学が求めたときは、直ちに提示しなければならない。 

（再入学･編入学） 

第２９条 本学への入学を志願する者があるときは、選考の上、再入学及び編入学を許可す

ることができる。 

２ 再入学及び編入学については、別に定めるところによる。 

 

第９章 授業科目、単位 

（授業科目の区分） 

第３０条 こども心理学部こども心理学科の授業科目は、一般教育科目（教養科目群、スポ

ーツ科目群、情報処理科目群、外国語科目群、憲法、数理データサイエンス科目群）、専

門教育科目（基礎科目、基幹科目、展開科目、卒業研究科目）及びキャリア科目とする。 

２ 心理専攻及びこども保育･教育専攻における授業科目の名称及び単位数は、それぞれ別

表第１－１及び別表第１－２に定める。 

３ モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科の授業科目は一般教育科目（教

養科目群、スポーツ科目群、情報処理科目群、外国語科目群、憲法、数理データサイエン

ス科目群）、専門教育科目（心理・コミュニケーション科目群、経営科目群、教育科目群）、

キャリア科目及び演習科目とする。 

４ モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科における授業科目の名称及び単

位数は、別表第１－３に定める。 

５ 一般教育科目及びキャリア科目は、学部ごとに開設することとする。ただし、教育上有

益と認められる場合は、共通して開設することができる。 

６ 教育上有益と認められる場合は第１項及び第３項に規定する授業科目以外に、課程外

科目をおくことができる。 

（授業の方法） 

第３０条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれら

の併用により行うものとする。 

２ 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し、当該授業を行う教室等以外の場所で履

修させることがある。 

３ 教育上特別の必要があると認められる場合は、１５週より短い特定の期間において授

業を行うことができる。 

（単位数の基準） 

第３１条 １科目に対する課程を修了した学生には単位を与える。各科目に対する単位数

は次の基準による。 

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験・実習及び実技については、３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。 



 

２－１－ 8 

 

（３）講義、演習、実験、実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合

にあっては、その組み合わせに応じ、総時間数が４５時間となる授業をもって１単位と

する。 

（４）卒業論文等については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定める。 

 

第１０章 履修登録、単位認定、卒業単位数（履修登録） 

第３２条 削除 

（履修登録） 

第３３条 学生は､履修を希望する授業科目を所定の期間に登録しなければならない。 

２ １学期間に履修する授業科目として登録することができる単位数は以下を上限とする。 

（１）こども心理学部  ２４単位 

（２）モチベーション行動科学部  ２４単位 

３ 前項第２号については、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修

得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができ

る。 

（単位の認定） 

第３４条 単位の認定は、あらかじめ明示された身につけるべき知識・技能を修得し、当該

科目の到達目標に達したと判断された場合に認定する。 

２ 授業科目修了の認定は、試験その他適切な方法により学修の成果を評価して単位を認

定することができる。 

（単位認定の時期） 

第３５条 単位認定の時期は、学期末又は学年度末とする。 

（成績評価） 

第３６条 前項の評価の基準は、本学こども心理学部履修規程及びモチベーション行動科

学部履修規程の定めるところによる。 

２ 本学は、学生に対して授業の方法及び内容ならびに授業計画をあらかじめ明示し、成

績評価の認定に関して当該基準にしたがって適切におこなうものとする。 

（進級要件・卒業要件） 

第３７条 進級要件単位数は以下のとおりとする。 

（１）心理専攻 ２年次から３年次への進級要件単位数を５６単位とする。 

（２）こども保育・教育専攻 ２年次から３年次への進級要件単位数を５９単位とする。 

（３）モチベーション行動科学部 ２年次から３年次への進級要件単位数を６０単位とす

る。 

２ 進級判定の時期は年度末とし、当該学年までのすべての学期を修了していること。 

３ 卒業要件単位数は、別表第２－1、別表第２－２及び別表第２－３のとおりとする。 

４ 前項の単位のうち、第３０条の２第２項に規定する授業の方法により修得した単位数

は、６０単位を超えないものとする。 
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第１１章 学籍異動 

（休学） 

第３８条 病気その他やむを得ない事由により３ヵ月以上欠席する場合は、学期を単位と

して、保証人連署の願い出により、学長は休学を許可することができる。 

２ 休学は当該年度末までとする。ただし、特別の事情がある場合は、願い出により１ヵ年

に限り延長を認めることがある。 

３ 休学期間は、通算して４ヵ年を超えることはできない。 

４ 休学期間は、第２１条第１項の修業年限に含めない。 

（復学）   

第３９条 休学期間中は、願い出により学期の始めに限り、学長の許可を得て復学すること

ができる。 

２ 復学を願い出た者は、第１９条第２項を適用し、所定の期間に復学後の履修に係る必要

な手続きをすることができる。 

（留学） 

第４０条 外国の大学又は短期大学で学習することを志願する者は、学長の許可を得て留

学をすることができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、修業年限に算入することができる。 

３ 第１項により修得した単位は、全学教授会の議に基づき、卒業要件単位として認定する

ことができる。 

４ 本条に規定する留学に関する規程は別に定める。 

（退学） 

第４１条 退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出なければならない。 

２ 学長は願い出により、退学を許可することができる。 

（除籍） 

第４２条 次の各号の一に該当する者は、全学教授会の議を経て、学長が除籍する。 

（１）学納金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（２）在学年限を超えた者 

（３）休学期間を超えて、なお復学できない者 

（４）長期にわたり行方不明の者 

２ 死亡届け出のあった学生については、学長が除籍する。 

（転入学・転部・転科・転籍） 

第４３条 他の大学に入学又は転入学を志望する者は、所定の手続きに従い、全学教授会の

議を経て、学長の許可を得なければならない。 

２ 他の大学から本学への転入学を希望する者があるときは、本学の教育に支障がない場

合に限り、選考の上、全学教授会の議を経て転入学を許可することができる。 

３ 本学の一つの学部から他の学部に転部を希望する者があるときは、所定の手続きに従

い、既に修得した授業科目、単位数等を考慮し、選考の上、全学教授会の議を経て転部

を許可することができる。 

４ 本学の学生で、他の学科に転科を希望する者があるときは、所定の手続きに従い、既
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に修得した授業科目、単位数等を考慮し、選考の上、全学教授会の議を経て転科を許可

することができる。 

５ 本学通信教育課程への転籍を希望する者があるときは、所定の手続きに従い、全学教授

会の議を経て許可することができる。 

６ 第２項、第３項、第４項及び第５項により転入学、転部、転科又は転籍（以下「転入学

等」という。）した学生の在学期間には、転入学等以前の在学期間の全部又は一部を通算

することができる。 

 

第１２章 卒業 

（卒業認定・学位授与） 

第４４条 本学に４年以上在学し、所定の単位を修得したものには、全学教授会の議を経て、

学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した者に次の学位を授与する。 

（１）こども心理学部こども心理学科心理専攻 学士（心理学） 

（２）こども心理学部こども心理学科こども保育･教育専攻 学士（保育･教育学） 

（３）モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科 学士（行動科学） 

３ 卒業延期については、別に定める。 

第４４条の２ 本学に４年以上在学し、所定の単位を修得し、全学教授会の議を経て卒業す

ることを認められた者に、卒業証書・学位記を授与する。 

２ 心理専攻を卒業した者には学士（心理学）、こども保育･教育専攻を卒業した者には学士

（保育･教育学）の学位を授与する。 

３ モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科を卒業した者には学士（行動科

学）の学位を授与する。 

４ 卒業延期については、別に定める。 

（卒業の時期） 

第４５条 学生を卒業させる時期は、各学期末とする。 

 

第１３章 資格 

（取得資格） 

第４６条 本学において取得できる免許・資格は、次のとおりである。 

（１）こども心理学部こども心理学科 

① 幼稚園教諭一種免許状 

② 小学校教諭一種免許状 

③ 保育士資格 

（２）モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科 

① 中学校教諭一種免許状（社会） 

② 高等学校教諭一種免許状（公民） 

２ 前項の各資格にかかわる規程については、別に定める。 

３ 第１項に定める資格の他、各学部において取得できる資格及び資格取得にかかわる所
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要科目については、別に定める。 

 

第１４章 賞罰 

（表彰） 

第４７条 人物、学業が優秀な者又は学生の模範として表彰に値する行為があった者は、教

授会の議を経て、学長が表彰する。 

（懲戒） 

第４８条 本学の学則若しくは規程等に反し、又は、学生の本分に反する行為があったとき

は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する場合に行うことがある。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認められた者 

（３）本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 

 

第１５章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生 

（科目等履修生） 

第４９条 本学の学生以外の者で、一科目又は数科目の聴講を選び受講を志望する者があ

るときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として受講を許

可することができる。 

２ 科目等履修生に関する事項は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第４９条の２ 他の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）との単位互換協定に基

づき、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障がない場合

に限り、特別聴講学生として受講を許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関する事項は、別に定める。 

 （研究生） 

第４９条の３ 本学において、研究生として指導を受けようとする者は、選考のうえ研究生

とし入学を許可することができる。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められた者とする。 

３ 研究期間は１年間とする。ただし、更新を願い出ることができる。 

４ 研究生に関する事項は、別に定める。 

（委託生） 

第５０条 公共団体その他の団体から本学に研修を委託された者があるときは、これを委

託研修生として受講を許可することができる。 
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第１６章 学納金 

（学納金の納付） 

第５１条 入学を許可された者は、所定の期日までに別表第４に定める学納金の初年度納

入額及び諸経費を納付しなければならない。 

２ 在学生は、別表第４に定める学納金の２年次以降納付額及び諸経費を毎年度所定の期

日までに納入しなければならない。 

３ 学納金の納入方法は、別に定める学納金等納入規程による。 

４ 授業料のほかに実験実習費等の費用を徴収することがある。 

（編入学者等への適用） 

第５２条 第２９条及び第４４条の２第４項に規定する者についても、前条第２項の規定

を適用する。 

（学納金の納付・減免） 

第５３条 休学又は停学中であっても、学納金は納入しなければならない。ただし、休学を

許可された者又は休学を命じられた者が、別に定めるところにより願い出た場合は、授業

料に限り、これを減免することができる。 

（退学者等の学納金納付義務） 

第５４条 春学期又は秋学期の中途において、第４１条の規定によって退学した者又は第

４２条の規定により除籍処分となった者若しくは第４８条第３項の規定によって退学の

処分を受けた者も、当該学期分の学納金は納付しなければならない。 

（既納の学納金等） 

第５５条 既納の学納金及び入学検定料は、原則としてこれを返還しない。 

２ 前項にかかわらず、入学辞退による学納金の返還については別に定めるところによる。 

 

第１７章 正課外講座等 

（正課外講座） 

第５６条 社会人等の教養と文化の向上に資するため、オープンカレッジ講座等の正課外

講座を開設することができる。 

 

第１８章 附属研究機関 

（モチベーション研究所） 

第５７条 本学に附属研究機関として、モチベーション研究所を置く。 

（心理臨床センター） 

第５７条の２ 本学に附属研究機関として、心理臨床センターを置く。 

 

第１９章 図書館 

（図書館） 

第５８条 本学に図書館を設ける。 

２ 図書館は、図書･文献及び研究資料を収集管理し、教職員及び学生の閲覧･利用に供する。 
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第２０章 保健 

（保健室） 

第５９条 本学に、教職員及び学生の健康を管理するため、保健室を設ける。 

 

 第２１章 改定 

（改定） 

第６０条 本学則は改定することができる。 

２ 本学則の改定は、全学教授会の議を経て、理事会で決定する。 

３ 本学則の改定内容は、本学のホームページに掲載する方法により周知する。 

 

 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

なお、第１２章第４４条、第４５条は平成１９年度入学生より適用することとする。 

附 則 

この学則は、平成２３年９月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

ただし、平成２３年度以前の入学者は、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

なお、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（文部科学省令第３４号）に伴

い、平成２１年４月１日以前の入学者が、平成２５年４月１日に在籍し、幼稚園教諭一

種免許状あるいは保育士資格の取得を希望する場合に限り、別表１－２に掲げる「総合

演習」を廃止とし、「保育・教職実践演習（幼）」を開設する。 

当該科目は、卒業要件単位（専門教育科目 展開科目 子どもの保育科目群）に含む

こととする。 

ただし、平成２５年３月３１日以前に「総合演習」の単位を修得した者にあっては、

従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２６年１月２９日から施行し、平成２５年１０月１日から適用する。 
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附 則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

ただし、改正後の別表第１－２は平成２６年度入学者より適用し、平成２５年度以前

入学者については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

ただし、改正後の別表第１－２は平成２７年度入学者より適用し、平成２６年度以前

入学者については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

ただし、改正後の別表第１－２は平成２８年度入学者より適用し、平成２７年度以前

入学者については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この学則は平成２９年４月１日から施行する。ただし、平成２８年度以前入学生につ

いては、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は平成３０年４月１日から施行する。ただし、学則別表第１及び別表第２にお

いて平成２９年度以前入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は平成３１年４月１日から施行する。ただし、学則別表第１及び別表第２にお

いて平成３０年度以前入学生については、なお従前の例による。  

附 則 

この学則は令和２年４月１日から施行する。 

附 則（第７条、第８条、第２７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４１条、 

第４２条、第４３条、第４４条、第２１章、第６１条、別表第１、別表第２、別表第

３、別表第４） 

附 則 

この学則は令和３年４月１日から施行する。ただし、学則別表第４において令和２年度

以前入学生については、なお従前の例による。 

附 則（第１５条、別表第１－２、別表第１－３、別表第２－３） 

この学則は令和４年４月１日から施行する。ただし、学則別表第１－２、別表第１－

３、別表第２－３において令和３年度以前入学生については、なお従前の例による。 

附 則（第１９条、第２０条、第３４条、第３７条、第１５章第４９条の３、別表

第１－３、別表第２－３） 

この学則は令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第１－３、別表第２－３にお

いて令和４年度以前入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は令和６年４月１日から施行する。ただし、学則第３０条、別表第１－１、別

表第１－２、別表第１－３、別表第２－１、別表第２－３において令和５年度以前入学生

については、なお従前の例による。 
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附 則 

この学則は、令和７年１月１４日から施行し、令和６年１０月１日から適用する。 

 

附 則 

この学則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第１－１、別表第１－

２、別表第１－３において令和６年度以前入学生については、なお従前の例による。 
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別表第１－１ 

 

＜心理専攻 授業科目の名称及び単位数＞ 

一般教育科目【こども心理学部】（教養科目群、スポーツ科目群、情報処理科目

群、外国語科目群、憲法、数理データサイエンス科目群） 

教養科目群 

生命科学（２） 

化学（２） 

数学（２） 

天文学（２） 

物理学（２） 

脳科学（２） 

哲学（２） 

歴史学（２） 

言語学（２） 

宗教学（２） 

文化人類学（２） 

文学（２） 

経営学（２） 

政治学（国際政治を含む）（２） 

社会学（２） 

経済学（２） 

法律学（国際法を含む）（２） 

会計学（２） 

スポーツ科目群 

体育実技 A（１） 

体育実技 B（１） 

レクリエーション論（２） 

レクリエーション援助技術（２） 

体育理論（２） 

情報処理科目群 

情報科学概論（２） 

情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）（２） 

情報処理基礎Ⅱ（２） 

情報処理応用 A（２） 

情報処理応用 B（２） 

ワープロ総合演習（２） 

外国語科目群 

英語Ⅰ（２） 
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英語Ⅱ（２） 

英語コミュニケーションⅠ（２） 

英語コミュニケーションⅡ（２） 

アカデミック・リーディング（２） 

アカデミック・リーディング＆ライティング（２） 

リスニング（２） 

ビジネス英語（２） 

中国語（２） 

韓国語（２） 

ドイツ語（２） 

フランス語（２） 

日本語・日本事情Ⅰ（２） 

日本語・日本事情Ⅱ（２） 

日本語・日本事情Ⅲ（２） 

憲法 

日本国憲法（２） 

数理データサイエンス科目群 

データサイエンス基礎（２） 

専門教育科目（基礎科目、基幹科目、展開科目子どもの心理科目群、展開科目

子どもの保育・教育科目群、卒業研究科目） 

基礎科目 

子ども学（２） 

心理学概論（こころの形成）（２） 

心理学概論（こころの理解）（２） 

乳幼児心理学（２） 

臨床心理学概論（２） 

子どもの心理学（総論）（２） 

基幹科目 

教育・学校心理学Ａ（２） 

青年心理学（２） 

感情・人格心理学Ａ（２） 

心理学的支援法（２） 

発達心理学（２） 

心理学研究法（２） 

心理学統計法Ⅰ（２） 

心理調査概論（２） 

心理的アセスメント（２） 

展開科目 

子どもの心理科目群 
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知覚・認知心理学（２） 

感情・人格心理学Ｂ（２） 

神経・生理心理学（２） 

発達生理心理学（２） 

比較行動学（２） 

発達の課題と障害（２） 

障害者・障害児心理学（２） 

健康・医療心理学（２） 

心理療法基礎（２） 

心理療法上級 A（２） 

心理療法上級 B（２） 

学習・言語心理学Ａ（２） 

学習・言語心理学Ｂ（２） 

社会・集団・家族心理学Ａ（２） 

親子関係の心理学（２） 

社会・集団・家族心理学Ｃ（２） 

福祉心理学（２） 

教育・学校心理学Ｂ（２） 

子育てカンファレンス（２） 

子ども文化（２） 

対人コミュニケーション論（２） 

対人コミュニケーションスキル（２） 

少年非行の心理学（２） 

司法・犯罪心理学（２） 

非行犯罪特別講義（２） 

心理学統計法Ⅱ（２） 

心理学実験（２） 

心理的アセスメント上級（２） 

子ども心理学実践実習（２） 

社会・集団・家族心理学Ｂ（２） 

文化心理学（２） 

心理学応用研究法実習 A（２） 

心理学応用研究法実習 B（２） 

子ども心理学特別講義（２） 

心理学統計法Ⅲ（２） 

産業カウンセリング（２） 

子どもの保育・教育科目群 

教職論（２） 

比較教育制度論（２） 
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道徳教育（２） 

幼児理解と保育相談（２） 

子ども家庭福祉（２） 

社会福祉（２） 

家庭支援論（２） 

教育学概論（２） 

保育原理（２） 

卒業研究科目 

こども心理演習Ⅰ（２） 

こども心理演習Ⅱ（２） 

卒業研究・卒業論文（４） 

キャリア科目 

国語表現（２） 

プレゼンテーションⅠ（２） 

プレゼンテーションⅡ（２） 

カレッジ＆キャリアスキルズ A（１） 

カレッジ＆キャリアスキルズ B（１） 

キャリアデザイン A（１） 

キャリアデザイン B（１） 

キャリア形成論（２） 

事例で学ぶビジネス（２） 

キャリアモデル・ケーススタディ（２） 

地域連携Ⅰ（２） 

地域連携Ⅱ（１） 

単位型インターンシップ（２） 

他学部開講科目 

ストレスマネジメント論（２） 

産業・組織心理学（２） 

エイジングの心理学（２） 

消費者の行動と心理（２） 

課程外科目 

心理学英書講読Ａ（２） 

心理学英書講読Ｂ（２） 

公認心理師の職責（２） 

関係行政論（２） 

人体の構造と機能及び疾病（２） 

精神疾患とその治療（２） 

心理演習（２） 

心理実習（２） 
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別表第 1－２ 

＜こども保育･教育専攻授業科目の名称及び単位数＞ 

一般教育科目【こども心理学部】（教養科目群、スポーツ科目群、情報処理科目

群、外国語科目群、憲法、数理データサイエンス科目群） 

教養科目群 

生命科学（２） 

化学（２） 

数学（２） 

天文学（２） 

物理学（２） 

脳科学（２） 

哲学（２） 

歴史学（２） 

言語学（２） 

宗教学（２） 

文化人類学（２） 

文学（２） 

経営学（２） 

政治学（国際政治を含む）（２） 

社会学（２） 

経済学（２） 

法律学（国際法を含む）（２） 

会計学（２） 

スポーツ科目群 

体育実技 A（１） 

体育実技 B（１） 

レクリエーション論（２） 

レクリエーション援助技術（２） 

体育理論（２） 

情報処理科目群 

情報科学概論（２） 

情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）（２） 

情報処理基礎Ⅱ（２） 

情報処理応用 A（２） 

情報処理応用 B（２） 

ワープロ総合演習（２） 

外国語科目群 

英語Ⅰ（２） 

英語Ⅱ（２） 
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英語コミュニケーションⅠ（２） 

英語コミュニケーションⅡ（２） 

アカデミック・リーディング（２） 

アカデミック・リーディング＆ライティング（２） 

リスニング（２） 

ビジネス英語（２） 

中国語（２） 

韓国語（２） 

ドイツ語（２） 

フランス語（２） 

日本語・日本事情Ⅰ（２） 

日本語・日本事情Ⅱ（２） 

日本語・日本事情Ⅲ（２） 

憲法 

日本国憲法（２） 

数理データサイエンス科目群 

データサイエンス基礎（２） 

専門教育科目（基礎科目、基幹科目、展開科目子どもの保育･教育科目群、展開

科目子どもの心理科目群、卒業研究科目） 

基礎科目 

子ども学（２） 

心理学概論（こころの形成）（２） 

心理学概論（こころの理解）（２） 

乳幼児心理学（２） 

子ども臨床心理学（２） 

子どもの心理学（総論）（２） 

基幹科目 

教育心理学（２） 

青年心理学（２） 

教育学概論（２） 

パーソナリティ心理学（２） 

カウンセリング論（２） 

発達心理学（２） 

保育原理（２） 

展開科目 

子どもの保育･教育科目群 

国語（２） 

算数（２） 

生活（２） 
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社会（２） 

理科（２） 

家庭（２） 

子ども音楽（２） 

子ども美術（２） 

子ども体育（２） 

初等英語（２） 

子どもと言葉（２） 

音楽実技ⅠA（１） 

音楽実技ⅠB（１） 

音楽実技ⅡA（１） 

音楽実技ⅡB（１） 

音楽実技ⅢA（１） 

音楽実技ⅢB（１） 

音楽実技ⅣA（１） 

音楽実技ⅣB（１） 

教職論（２） 

保育・教職論（２） 

比較教育制度論（２） 

学校安全（２） 

子ども教育課程論（２） 

保育カリキュラム論（計画と評価）（２） 

健康（１） 

人間関係（１） 

環境（１） 

言葉（１） 

表現（１） 

人間関係指導法（２） 

健康指導法（２） 

環境指導法（２） 

言葉指導法（２） 

造形表現指導法（２） 

音楽表現指導法（２） 

保育内容総論（保育指導法）（２） 

初等国語科教育法（２） 

初等社会科教育法（２） 

初等算数科教育法（２） 

初等理科教育法（２） 

初等生活科教育法（２） 
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初等音楽科教育法（２） 

初等図画工作科教育法（２） 

初等家庭科教育法（２） 

初等体育科教育法（２） 

初等英語教育法（２） 

特別支援教育（２） 

総合的な学習の指導法（２） 

道徳教育（２） 

特別活動（２） 

生徒・進路指導（２） 

教育相談（２） 

教育史（２） 

教育法規（２） 

教育の方法と技術（情報通信技術の活用を含む）（２） 

幼児理解と保育相談（２） 

教職実践演習（幼・小）（２） 

保育実践演習（２） 

子ども家庭福祉（２） 

社会福祉（２） 

子育て支援（１） 

国際社会の福祉（２） 

社会的養護Ⅰ（２） 

子どもの保健（２） 

子どもの健康と安全（１） 

子どもの食と栄養（２） 

家庭支援論（２） 

乳児保育Ⅰ（２） 

乳児保育Ⅱ（１） 

障害児保育（２） 

社会的養護Ⅱ（１） 

在宅保育研究（２） 

保育・教育ボランティア実習Ⅰ（１） 

保育・教育ボランティア実習Ⅱ（１） 

教育実習指導Ⅰ（事前･事後）（幼）（１） 

教育実習Ⅰ（幼）（２） 

教育実習指導Ⅱ（事前･事後）（幼）（１） 

教育実習Ⅱ（幼）（２） 

教育実習指導（事前･事後）（小）（１） 

教育実習Ⅰ（小）（２） 
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教育実習Ⅱ（小）（２） 

保育実習指導ⅠA（事前･事後）（１） 

保育実習指導ⅠB（事前･事後）（１） 

保育実習指導Ⅱ（事前・事後）（１） 

保育実習指導Ⅲ（事前・事後）（１） 

保育実習ⅠA（２） 

保育実習ⅠB（２） 

保育実習Ⅱ（２） 

保育実習Ⅲ（２） 

子どもの心理科目群 

知覚・認知心理学（２） 

感情・人格心理学Ｂ（２） 

発達障害学（２） 

心理療法基礎（２） 

学習・言語心理学Ａ（２） 

社会・集団・家族心理学Ａ（２） 

親子関係の心理学（２） 

少年非行の心理学（２） 

非行犯罪特別講義（２） 

司法・犯罪心理学（２） 

発達の課題と障害（２）保育 

卒業研究科目 

こども保育･教育演習Ⅰ（２） 

こども保育･教育演習Ⅱ（２） 

卒業研究・卒業論文（４） 

キャリア科目 

国語表現（２） 

プレゼンテーションⅠ（２） 

プレゼンテーションⅡ（２） 

カレッジ＆キャリアスキルズ A（１） 

カレッジ＆キャリアスキルズ B（１） 

キャリアデザイン A（１） 

キャリアデザイン B（１） 

キャリア形成論（２） 

事例で学ぶビジネス（２） 

キャリアモデル・ケーススタディ（２） 

地域連携Ⅰ（２） 

地域連携Ⅱ（１） 

単位型インターンシップ（２） 
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別表第 1－３ 

 

＜モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科授業科目の名称及び単位数＞ 

一般教育科目【モチベーション行動科学部】（教養科目群、スポーツ科目群、

情報処理科目群、外国語科目群、憲法、数理データサイエンス

科目群） 

教養科目群 

生命科学（２） 

化学（２） 

数学（２） 

天文学（２） 

物理学（２） 

脳科学（２） 

哲学（２） 

歴史学（２） 

言語学（２） 

宗教学（２） 

文化人類学（２） 

文学（２） 

経営学（２） 

政治学（国際政治を含む）（２） 

社会学（２） 

経済学（２） 

法律学（国際法を含む）（２） 

会計学（２） 

スポーツ科目群 

体育実技 A（１） 

体育実技 B（１） 

レクリエーション論（２） 

レクリエーション援助技術（２） 

体育理論（２） 

情報処理科目群 

情報科学概論（２） 

情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）（２） 

情報処理基礎Ⅱ（２） 

情報処理応用 A（２） 

情報処理応用 B（２） 

ワープロ総合演習（２） 

外国語科目群 
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英語Ⅰ（２） 

英語Ⅱ（２） 

英語コミュニケーションⅠ（２） 

英語コミュニケーションⅡ（２） 

アカデミック・リーディング（２） 

アカデミック・リーディング＆ライティング（２） 

リスニング（２） 

ビジネス英語（２） 

中国語（２） 

韓国語（２） 

ドイツ語（２） 

フランス語（２） 

日本語・日本事情Ⅰ（２） 

日本語・日本事情Ⅱ（２） 

日本語・日本事情Ⅲ（２） 

憲法 

日本国憲法（２） 

数理データサイエンス科目群 

データサイエンス基礎（２） 

専門教育科目（心理・コミュニケーション科目群、経営科目群、教育科目群） 

心理・コミュニケーション科目群 

心理学概論（２） 

感情・人格心理学Ａ（２） 

心理学研究法（２） 

社会・集団・家族心理学Ａ（２） 

心理学統計法Ⅰ（２） 

心理学統計法Ⅱ（２） 

発達心理学（２） 

心理学実験（２） 

学習・言語心理学（２） 

心理調査概論（２） 

質的分析法（２） 

感情・人格心理学Ｂ（２） 

社会・集団・家族心理学Ｂ（２） 

産業・組織心理学（２） 

知覚・認知心理学（２） 

社会・集団・家族心理学Ｃ（２） 

臨床心理学概論（２） 

モチベーション論Ⅰ（２） 
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モチベーション論Ⅱ（２） 

コミュニケーションの心理学（２） 

心理学的支援法（２） 

健康・医療心理学（２） 

ストレスマネジメント論（２） 

コミュニケーション・スキル（２） 

心理的アセスメント（２） 

ポジティブ心理学（２） 

心理演習（２） 

福祉心理学（２） 

エイジングの心理学（２） 

クリティカル・シンキング（２） 

心理調査課題演習（フィールドワーク）（２） 

経営科目群 

多文化共生社会論（２） 

国際政治（２） 

国際法（２） 

公共経営と政策（２） 

コミュニティデザイン（２） 

都市経営論（２） 

簿記（２） 

経営学概論（２） 

国際経済（２） 

経営管理（２） 

グローバルビジネス（２） 

人的資源管理論（２） 

企業と社会的責任（２） 

経営戦略（２） 

流通論（２） 

消費者行動分析（２） 

ビジネスプランニング（２） 

マーケティング概論（２） 

マーケティング戦略（２） 

国際関係論（２） 

社会科学概論（２） 

社会科学特講（２） 

産業と組織（２） 

時事事例研究 A（２） 

時事事例研究 B（２） 
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教育科目群 

コンピュータと人間の接点（２） 

コンピュータネットワーク（２） 

ＮＰＯと市民活動（２） 

国際理解教育論（２） 

異文化コミュニケーション（２） 

コーチング（２） 

社会教育とシティズンシップ（２） 

地域教育支援論（２） 

日本史Ⅰ（２） 

日本史Ⅱ（２） 

外国史Ⅰ（２） 

外国史Ⅱ（２） 

地理学Ⅰ（地誌を含む）（２） 

地理学Ⅱ（２） 

倫理学（２） 

人文地理学（２） 

地域史論（２） 

生涯学習論（２） 

教育福祉論（２） 

クラスマネジメント論（２） 

教職論（２） 

教育学概論（２） 

教育・学校心理学Ａ（２） 

教育制度論（２） 

教育課程論（２） 

道徳教育の指導法（２） 

特別活動の指導法（２） 

教育の方法及び技術（２） 

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法（２） 

生徒・進路指導論（２） 

教育相談（２） 

総合的な学習の指導法（２） 

学校安全（２） 

特別支援教育（２） 

キャリア科目 

プレゼンテーションⅠ（２） 

プレゼンテーションⅡ（２） 

カレッジ＆キャリアスキルズ A（１） 
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カレッジ＆キャリアスキルズ B（１） 

キャリアデザイン A（１） 

キャリアデザイン B（１） 

キャリア形成論（２） 

事例で学ぶビジネス（２） 

キャリアモデル・ケーススタディ（２） 

地域連携Ⅰ（２） 

地域連携Ⅱ（１） 

単位型インターンシップ（２） 

演習科目 

基礎演習Ⅰ（１） 

基礎演習Ⅱ（１） 

基礎演習Ⅲ（１） 

基礎演習Ⅳ（１） 

専門演習Ⅰ（２） 

専門演習Ⅱ（２） 

卒業研究（４） 

他学部開講科目 

少年非行の心理学（２） 

司法・犯罪心理学（２） 

障害者・障害児心理学（２） 

教育・学校心理学Ｂ（２） 

神経・生理心理学（２） 

課程外科目 

社会科教育法Ⅰ（２） 

社会科教育法Ⅱ（２） 

社会科・公民科教育法Ⅰ（２） 

社会科・公民科教育法Ⅱ（２） 

教育実習事前事後指導（１） 

教育実習Ⅰ（２） 

教育実習Ⅱ（２） 

教職実践演習（中・高）（２） 

公認心理師の職責（２） 

関係行政論（２） 

人体の構造と機能及び疾病（２） 

精神疾患とその治療（２） 

心理実習（２） 
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別表第２―１ 

東京未来大学こども心理学部こども心理学科 

心理専攻 卒業要件 
 

卒業要件 

科 目 区 分 
卒 業 要 件 単 位 

必修 選択 自由 小計 

一
般
教
育
科
目 

教養科目群 0 12 

4 
32 単位 

以上 

スポーツ科目群 0 2 

情報処理科目群 4 0 

外国語科目群 6 4 

憲法 0 0 

数理データサイエンス科目群 0 0 

専
門
教
育
科
目 

基 礎 科 目 12 0 

10※ 
92 単位 

以上 

基 幹 科 目 8 4 

展
開 

科
目 

子どもの心理科目群 4 30 

子どもの保育･教育科目群 0 6 

卒業研究科目 8 0 

キャリア科目 10 0 

合計 52 単位 58 単位 14 単位 124 単位 

※ モチベーション行動科学部開講科目から指定された科目を最大４単位まで含めることができる。 

備考（科目名称については学則別表第１－１心理専攻を参照のこと） 

１．教養科目群については、[自然科学] [人文] [社会]の３領域からそれぞれ４単位以上を選択必修とする。  

２．スポーツ科目群については、２単位以上を選択必修とする。 

３．情報処理科目群については、「情報科学概論」「情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）」を必修とする。 

４．外国語科目群については、「英語Ⅰ」「英語コミュニケーションⅠ」「リスニング」を必修とし、残りの

科目から４単位以上を選択必修とする。 

５．一般教育科目については、合計３２単位以上の修得を卒業要件単位数とする。 

６．基礎科目については、６科目すべてを必修とする。 

７．基幹科目については、「心理学的支援法」「心理学研究法」「心理学統計法Ⅰ」「心理的アセスメント」

を必修とし、合計１２単位以上を選択必修とする。 

８．展開科目の子どもの心理科目群については、４単位を必修、３０単位以上を選択必修とする。 

９．展開科目の子どもの保育･教育科目群については、６単位以上を選択必修とし、これを卒業要件に含

む。 

１０．卒業研究科目については、３科目すべてを必修とする。 

１１．専門教育科目、キャリア科目については、合計で９２単位以上の修得を卒業要件単位数とする。 

１２．キャリア科目については、「国語表現」「プレゼンテーションⅠ」「プレゼンテーションⅡ」「カレッ

ジ＆キャリアスキルズＡ」「カレッジ＆キャリアスキルズＢ」「キャリアデザインＡ」「キャリアデザイ

ンＢ」を必修とする。 

１３．総計で、心理専攻の卒業要件を１２４単位以上とする。 

１４．専門教育科目の自由選択科目については、モチベーション行動科学部開設科目のうち別途指定する

科目について４単位を限度として卒業要件単位に読み替えることができる。 
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別表第２―２ 

東京未来大学こども心理学部こども心理学科 

こども保育･教育専攻 卒業要件 
 

卒業要件 

科 目 区 分 
卒 業 要 件 単 位 

必修 選択 自由 小計 

一
般
教
育
科
目 

教養科目群 0 12 

0 
27 単位 

以上 

スポーツ科目群 3 0 

情報処理科目群 4 0 

外国語科目群 6 2 

憲法 0 0 

数理データサイエンス科目群 0 0 

専
門
教
育
科
目 

基 礎 科 目 12 0 

0 
93 単位 

以上 

基 幹 科 目 8 0 

展
開 

科
目 

子どもの保育・教育科目群 14 47 

子どもの心理科目群 0 4 

卒業研究科目 8 0 

キャリア科目 10 0 0 10 単位以上 

合計 65 単位 65 単位 0 単位 130 単位 

 

備考（科目名称については学則別表第 1-2 こども保育･教育専攻を参照のこと）  

１．教養科目群については、[自然科学] [人文] [社会]の３領域からそれぞれ４単位以上を選択必修とす

る。 

２．スポーツ科目群については、[体育実技Ａ] [体育理論]の３単位を必修とする。 

３．情報処理科目群については、「情報科学概論」「情報処理基礎Ⅰ（機器操作を含む）」の４単位を必修と

する。 

４．外国語科目群については、「英語Ⅰ」「英語コミュニケーションⅠ」「リスニング」を必修とし、残りの

科目から２単位以上を選択必修とする。 

５．一般教育科目については、合計２７単位以上の修得を卒業要件単位数とする。 

６．基礎科目については、６科目１２単位すべてを必修とする。 

７．基幹科目については、「教育心理学」「教育学概論」「カウンセリング論」「保育原理」を必修とし、こ

れらを含めて合計８単位以上を選択必修とする。 

８．展開科目の子どもの保育･教育科目群については、８科目１４単位の必修科目を含み合計６１単位以

上を選択必修とする。 

９．展開科目の子どもの心理科目群については、４単位以上を選択必修とし、これを卒業要件に含む。 

１０．卒業研究科目については、３科目８単位すべてを必修とする。 

１１．専門教育科目については、合計で９３単位以上の修得を卒業要件単位数とする。 

１２．キャリア科目については、「国語表現」「プレゼンテーションⅠ」「プレゼンテーションⅡ」「カレッ

ジ＆キャリアスキルズ A」「カレッジ＆キャリアスキルズ B」「キャリアデザイン A」「キャリアデザイン

B」の１０単位を必修とし、卒業要件単位数とする。 

１３．総計で、こども保育・教育専攻の卒業要件を１３０単位以上とする。 
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別表第２―３ 

東京未来大学モチベーション行動科学部 

モチベーション行動科学科 卒業要件 
 

卒業要件 

科 目 区 分 
卒 業 要 件 単 位 

必修 選択 自由 小計 

一
般
教
育
科
目 

教養科目群 0 12 

2 
28 単位 

以上 

スポーツ科目群 0 2 

情報処理科目群 4 0 

外国語科目群 6 2 

憲法 0 0 

数理データサイエンス科目群 0 0 

専
門
教
育 

科
目 

心理・コミュニケーション科目群 12 2 

34 
96 単位 

以上 

経営科目群 4 8 

教育科目群 4 8 

キャリア科目 8 4 

演習科目 12 0 

合計 50 単位 38 単位 36 単位 124 単位 

 

備考（科目名称については学則別表第 1-3 モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科を参照のこと） 

１．教養科目群については、［自然科学］［人文］［社会］の３領域から１２単位以上を選択必修とする。 

２．スポーツ科目群については２単位以上を選択必修とする。 

３．情報処理科目群については、「情報科学概論」「情報処理基礎Ⅰ(機器操作を含む)」を必修とする。 

４．外国語科目群については、「英語Ⅰ」「英語コミュニケーションⅠ」「リスニング」を必修とし、残りの

科目から２単位以上を選択必修とする。 

５．一般教育科目については、合計２８単位以上の修得を卒業要件単位数とする。 

６．心理・コミュニケーション科目群については「心理学概論」「心理学研究法」「心理学統計法Ⅰ」「心理

学実験」「モチベーション論Ⅰ」「モチベーション論Ⅱ」を必修とし、残りの科目から２単位以上を選択

必修とする。 

７．経営科目群については「経営学概論」「公共経営と政策」を必修とし、残りの科目から８単位以上を選

択必修とする。 

８．教育科目群については「教育学概論」「地域史論」を必修とし、残りの科目から８単位以上を選択必修

とする。 

９．キャリア科目については「プレゼンテーションⅠ」「プレゼンテーションⅡ」「カレッジ＆キャリア

スキルズＡ」「カレッジ＆キャリアスキルズＢ」「キャリアデザインＡ」「キャリアデザインＢ」を必

修とし、残りの科目から４単位以上を選択必修とする。 

１０．演習科目については、７科目すべてを必修とする。 

１１．専門教育科目、キャリア科目、演習科目については、合計で９６単位以上の修得を卒業要件単位数

とする。 

１２．総計で、モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科の卒業要件を１２４単位以上とする。 
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別表第３ 

 

東京未来大学 

こども心理学部こども心理学科 

心理専攻・こども保育･教育専攻 

モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科 

入学検定料 

 

単位：円 

種  別 金  額 備  考 科目等履修生 

入学検定料  35,000 編入学・再入学も同額 ― 

＜備考＞ 

1 大学入学共通テスト利用型選抜の入学検定料は 18,000 円とする。 

2 WEB 出願を利用した場合の入学検定料は、一般選抜 30,000 円、大学入学共通テス

ト利用型選抜 10,000 円とする。 
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別表第４  

東京未来大学 

こども心理学部こども心理学科 

心理専攻・こども保育･教育専攻     

 

学納金                             単位：円 

学納金等科目 初年度納入額 2 年次以降納入額 科目等履修生 

入学金 100,000 ― ― 

春学期分授業料 400,000 400,000 ― 

施設設備費 250,000 250,000 ― 

教育充実費 200,000 ― ― 

春学期納付金合計 950,000 650,000 ― 

秋学期分授業料 400,000 400,000 ― 

秋学期納付金合計 400,000 400,000 ― 

登録料 ― ― 30,000 

登録料（継続の場合） ― ―  5,000 

授業料／単位 ― ― 10,000 

年間納付金合計     1,350,000 1,050,000 ― 

＜備考＞ 

編入学及び再入学の場合も本表を適用する。 

 

モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科 

   

学納金                             単位：円 

学納金等科目 初年度納入額 2 年次以降納入額 科目等履修生 

入学金 100,000 ― ― 

春学期分授業料 420,000 420,000 ― 

施設設備費 250,000 250,000 ― 

教育充実費 200,000 ― ― 

春学期納付金合計 970,000 670,000 ― 

秋学期分授業料 420,000 420,000 ― 

秋学期納付金合計 420,000 420,000 ― 

登録料 ― ― 30,000 

登録料（継続の場合） ― ―  5,000 

授業料／単位 ― ― 10,000 

年間納付金合計     1,390,000 1,090,000 ― 

＜備考＞ 

編入学及び再入学の場合も本表を適用する。 


